
(仮称)松戸市エネルギー回収型
廃棄物処理施設整備事業に係る

環境影響評価準備書について

松戸市
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環境影響評価とは１
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環境影響評価とは
１

影響の
調査・予測・評価

現在の環境

大規模な事業を実施する前に、住民の皆様のご意見も参考に
しながら環境への影響を調査・予測・評価して、環境保全対
策を検討する仕組みです。

１/２環境影響評価とは

騒音

振動

大気

環境保全対策

影響を低減

4
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知
事
意
見

公
告
・
縦
覧

環境影響評価の流れ１

事
業
計
画
概
要
書

環境影響評価
の実施を周知

環
境
影
響
評
価
方
法
書

調
査
・
予
測
・
評
価

環
境
影
響
評
価
準
備
書

環
境
影
響
評
価
書

本事業は千葉県環境影響評価条例に基づき、下記のとおり
環境影響評価を実施します。

今はココ

調査・予測・評価
の方法を整理

調査・予測・評価
の結果や保全対策

を整理

最終的なまとめ

公
告
・
縦
覧

公
告
・
縦
覧

住
民
意
見

知
事
意
見

公
告
・
縦
覧

住
民
意
見

知
事
意
見

事
業
の
実
施

事
業
の
実
施

事
後
調
査
報
告
書

追
加
保
全
措
置

予測した影響と実
際の比較、対策の

効果を整理

事業実施後における事後調査の手続き
（必要に応じて）

環境影響評価とは

２/２

公
聴
会

公
告
・
縦
覧
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事業計画の概要２
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本事業の内容２

本事業の種類 廃棄物焼却施設の設置

処理するごみ
可燃ごみ、その他のプラスチックなどのごみ、
残渣等、災害廃棄物

処理方式
（ごみの燃やし方）

焼却方式（ストーカ式）

処理能力 １日当たり４０２ｔ（１３４ｔ×３炉）

煙突高さ 地面から５５ｍ（旧クリーンセンターと同じ）

事業計画の概要

１/８
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本事業の目的２

稼働開始：昭和５５年

クリーンセンター
（高柳新田３７番地）

本市の焼却処理体制

稼働開始：平成７年

和名ケ谷クリーンセンター
（和名ケ谷１３４９番地の２）

事業計画の概要

２ー１/８

令和２年３月稼働停止
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本事業の目的２

本市の焼却処理体制（将来）

事業計画の概要

２ー２/８

稼働開始：令和１６年度（予定）

（仮称）松戸市エネルギー回収型
廃棄物処理施設
（高柳新田３７番地）

最新の技術で和名ケ谷よりも
エネルギー回収効率を上昇
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都市計画対象事業実施区域の位置２

位 置 図

都市計画対象事業実施区域

詳 細 図

凡 例

都市計画対象事業実施区域
都市計画決定区域（変更後）
都市計画決定区域（変更前）

事業計画の概要

３/８

用途地域の変更

第１種住居地域

第２種住居地域

都市計画変更を伴うので本事業は都市計
画対象事業として環境影響評価手続きを
行います。
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土地利用計画２

構成比
（％）※

面積
（m2）

区分

16.8約 6,000工場棟及び管理棟
建
築
物
等

0.3約 100計量棟
0.1約 50洗車棟
4.5約 1,600その他建屋

21.6約 7,750計
12.6約 4,500駐車場
42.7約 15,300多目的広場等緑地
0.8約 300災害廃棄物置場
0.3約 100鉄塔

そ
の
他

21.9約 7,850
構内道路
(ゼブラゾーン含む)

22.2約 7,950計
100.0約 35,800合計（敷地全体）

※土地利用計画は、現時点の案であり、実際の施設配置・動線計画
は事業者提案を受けて整備します。

計量棟

駐車場

駐車場

多目的広場洗車棟

※構成比は、敷地全体に対する比率を記載しています。また、小数点以下
第２位を四捨五入しているため、合計値が合わない場合があります。

事業計画の概要

４/８

工場棟
及び
管理棟
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公害防止計画２

大気質
排出ガスは、最新設備による処理を行い、法令
を下回る自主基準値を設定し、順守します。

自主基準値法規制値項目

0.01 g/ｍ3
N以下0.04 g/ｍ3

Nばいじん

大気質

10 ppm以下
700mg/ｍ3

N

（430 ppm）
塩化水素

10 ppm以下K値1.75硫黄酸化物

50 ppm以下250 ppm窒素酸化物

0.1 ng-TEQ/ｍ3
N以下0.1 ng-TEQ/ｍ3

Nダイオキシン類

30 µg/ｍ3
N以下30 µg/ｍ3

N水銀

事業計画の概要

５/８
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公害防止計画２

排水

焼却処理時に出る排水は、排水処理施設にて処
理後、再利用又は下水道放流します。生活排水
についても下水道放流します。雨水は一部を再
利用水とするほか、公共用水域へ放流します。

騒音・振動
・悪臭

法令等や旧施設の和解条項に基づき設定した基
準値を順守します。

基準値の大きさの参考例自主基準値項目

書店の店内50デシベル午前８時から午後７時まで昼間

騒音
市内の深夜・図書館

45デシベル
午前６時から午前８時まで

朝・夕
午後７時から午後10時まで

40デシベル午後10時から翌日の午前６時まで夜間

屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる60デシベル午前８時から午後７時まで昼間
振動

人体では感じない55デシべル午後７時から翌日の午前８時まで夜間

梅の花よりもやや強いにおい12敷地境界
臭気指数悪臭

法令による排出口

事業計画の概要

６/８
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収集計画２

凡 例

都市計画対象事業実施区域

市境

搬出入ルート

県道281号(松戸鎌ケ谷線)

県道57号(千葉鎌ケ谷松戸線)

収集ルート

※片道台数
※大型車はパッカー車等、小型車は自己搬入車

小型車大型車区分

13229可燃ごみ

搬入
車両

340
その他のプラスチック
などのごみ

010残さ等

06焼却灰等
搬出
車両

16285合計

廃棄物運搬車両台数（台/日）

事業計画の概要

７/８
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工事計画２

令和
16年度

令和
15年度

令和
14年度

令和
13年度

令和
12年度

令和
11年度

令和
10年度

令和
９年度

年度

項目

解体工事
実施設計

旧施設
解体工事

建設工事
実施設計

本施設
建設工事

試運転

供用開始

事業計画の概要

８/８

15



都市計画対象事業実施
区域及びその周囲の概況

３
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３

凡 例
都市計画対象事業実施区域

市境

区境

都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況

１/１土地利用現況図

17

建物用地が広がっているほ
か、森林、その他の用地及
びその他の農用地等が多く
みられる。



環境影響評価項目の選定４
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選定項目４
環境影響評価項目の選定

１/１

①
大気質

②
水質

④
地盤

⑤
騒音

⑦
悪臭

⑧
土壌

⑬
生態系

⑭
景観

⑮
人と自然と
の触れ合い
の活動の場

⑨
日照阻害

⑯
廃棄物

⑱
温室効果
ガス等

③
水文環境

⑥
振動

⑰
残土

⑫
陸水生物

⑪
動物

⑩
植物
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調査・予測及び評価５
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【工事の実施による影響】
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①
大気質

②
水質

④
地盤

⑤
騒音

⑦
悪臭

⑧
土壌

⑬
生態系

⑭
景観

⑮
人と自然と

の触れ合い
の活動の場

⑨
日照阻害

⑯
廃棄物

⑱
温室効果
ガス等

③
水文環境

⑥
振動

⑰
残土

⑫
陸水生物

⑪
動物

⑩
植物



①大気質５
調査・予測及び評価(工事)

１/２１

環境影響要因区分

建設機械の稼働に伴う大気質及び粉じん
工事の実施

工事用車両の走行に伴う大気質

工事中の予測事項

22

現地調査の様子

道路沿道大気質調査環境大気質調査 地上気象調査 上層気象調査



①大気質（建設機械の稼働）５
調査・予測及び評価(工事)

２/２１

・敷地境界付近には、敷地外への粉じんの飛散を防止するため、仮囲い等を設置する。
・工事中は、必要に応じて、適宜、散水を行う。
・場内に掘削土等を仮置きする場合は、必要に応じてシート等で養生する。
・工事中における裸地部分には、可能な限り鉄板の敷設等を行う。
・工事車両は、構内で洗車を行い、車輪・車体等に付着した土砂を十分除去した後に退出する。

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果

4.5
5.9

4.2
5.8

0

2

4

6

8

10

春季 夏季 秋季 冬季

粉じん(ｔ/km2/月)

10
参考値

0.052

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

浮遊粒子状物質(mg/ｍ3)

環境基準(日平均値)0.1

0.029

0

0.02

0.04

0.06

0.08

二酸化窒素(ppm)

環境基準等(日平均値)
0.06

（降下ばいじん量）

グラフ内の数値は、敷地境界で影響が最大となる場所の値を示しています。

23



①大気質（工事用車両の走行）５
調査・予測及び評価(工事)

３/２１

・工事用車両が一定時間に集中しないように工程等の管理や配
車の計画を行う。

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速等の高負荷
運転防止等のエコドライブを徹底する。

・工事用車両の整備、点検を徹底する。

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果

0.02 0.024 0.023

0

0.02

0.04

0.06

0.04
環境基準等(日平均値)

二酸化窒素(ppm)

地点1 地点2 地点3

0.049 0.047 0.049

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10.1
環境基準(日平均値)

浮遊粒子状物質(mg/ｍ

地点1 地点2  地点3

地点２
高木第二小学校 地点３県道281号ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

地点１くすのき通り

柏市

松⼾市 鎌ケ⾕市

凡 例
都市計画対象事業実施区域
予測地点
搬出入ルート

予測地点

8,063
11,757 9,025

168

168
168

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

■一般交通量(現況) ■工事用車両
地点1 地点2 地点3

車両条件 台(24時間)
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②水質５
調査・予測及び評価(工事)

４/２１

環境影響要因区分

工事排水に伴う浮遊物質量
工事の実施

工事排水に伴う水素イオン濃度

工事中の予測事項

25

現地調査の様子

水質調査 水質調査(降雨時) 土質調査



②水質（工事の実施）５
調査・予測及び評価(工事)

５/２１

・造成工事や土工事等の濁水による影響が懸念される場合は、必要に応じて、仮設沈砂池等を設置し、
一時的に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた後に放流する。

・躯体工事に係るコンクリート打設等のアルカリ排水による影響が懸念される場合は、必要に応じて、
仮設沈砂池等においてアルカリ排水の中和処理を行う。

保全措置

環境保全措置を行うことから影響が低減される。

評価結果

場内で生じた濁水は、必要に応じて仮設沈砂池等を設置し、一時的
に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた後に河川に放流

濁水

沈殿した
土砂

浄化水濁水

仮設沈砂池のイメージ

場内の濁水

河川へ放流
・土砂を沈殿させ上澄み浄化水を排水
・水素イオン濃度の測定と中和処理
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③水文環境・④地盤５
調査・予測及び評価(工事)

６/２１

環境影響要因区分

工事に伴う地下水位
工事の実施

工事に伴う地盤沈下の程度

工事中の予測事項

27

現地調査の様子

地下水位調査



③水文環境・④地盤（工事の実施）５
調査・予測及び評価(工事)

７/２１

・ごみピットの構造は、地下方向への掘削量の少ない
構造とし、掘削深度の縮小を図る。

・止水矢板の設置や地盤改良等による揚水量の小さい
工法等を検討する。

・掘削工事やその前後の期間は、地下水位のモニタリ
ングを実施する。

保全措置

環境保全措置を行うことから影響が低減される。

評価結果

凡 例
都市計画対象事業実施区域

地下水低下の可能性がある範囲

約180ｍ

約60ｍ

（掘削深さ約1３ｍ）

（掘削深さ約３ｍ）

予測結果

項目 ごみピット＋
工場棟部

受け入れ
ピット部

約４ｍ約13ｍ最大水位低下量

約60ｍ約180ｍ影響範囲

約750ｍ3/日約800ｍ3/日揚水量
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⑤騒音・⑥振動５
調査・予測及び評価(工事)

８/２１

環境影響要因区分

建設機械の稼働に伴う騒音及び振動
工事の実施

工事用車両の走行に伴う騒音及び振動

工事中の予測事項

29

現地調査の様子

環境騒音・振動調査 道路沿道騒音・振動調査



⑤騒音・⑥振動（建設機械の稼働）５
調査・予測及び評価(工事)

９/２１

・都市計画対象事業実施区域の周辺の可能な範囲に鋼板製の仮囲いを設置する。
・建設機械は、可能な限り低騒音型建設機械を使用する。
・建設機械は、整備、点検を徹底したうえ、不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速等の高負

荷運転防止等を実施する。

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果 グラフ内の数値は、敷地境界で影響が最大となる場所の値を示しています。

66

0

20

40

60

80

騒音（デシベル）

規制基準85

61

0

20

40

60

80

振動（デシベル）

規制基準
75

（参考）騒音レベルの目安

・地下鉄の車内
・在来鉄道の車内

７０～80デシベル

・ファミレスの店内
・喫茶店の店内

６０～70デシベル

・役所の窓口周辺
・書店の店内

５０～60デシベル

・美術館の館内
・図書館の館内

５０デシベル以下

（参考）振動レベルの目安

電灯などの吊り下げ
物がわずかに揺れる。

６５～７５デシベル

屋内に居る人の一部
がわずかな揺れを感
じる。

５５～６５デシベル

無感。５５デシベル以下

●騒音予測結果 ●振動予測結果
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⑤騒音・⑥振動（工事用車両の走行）５
調査・予測及び評価(工事)

１０/２１

・工事用車両が一定時間に集中しないように工程等の管理や配
車の計画を行う。

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速等の高負荷
運転防止等のエコドライブを徹底する。

・工事用車両の整備、点検を徹底する。

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果

7,385
10,080

7,761

414
414

414

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

■一般交通量(現況) ■工事用車両

地点1 地点2 地点3

車両条件 台(6～22時)

61 68 63

0.8

0.5
0.6

0

20

40

60

80

地点１ 地点２ 地点３

騒音レベル（デシベル）

(65)
環境基準

(70)

■現況 ■増加分

39 48 46

2.5
1 1.2

0

20

40

60

地点１ 地点２ 地点３

振動レベル（デシベル）

要請限度
65

地点２
高木第二小学校 地点３県道281号ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

地点１くすのき通り

柏市

松⼾市 鎌ケ⾕市

凡 例
都市計画対象事業実施区域
予測地点
搬出入ルート

予測地点
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⑧土壌５
調査・予測及び評価(工事)

１１/２１

環境影響要因区分

工事に伴う土壌汚染工事の実施

工事中の予測事項

32

現地調査の様子

土壌調査地下水質調査



⑧土壌（工事の実施）５
調査・予測及び評価(工事)

１２/２１

・汚染のおそれのある区域に
おける土壌を場外に搬出す
る際は、事前に汚染の有無
を確認したうえで、適切に
運搬及び処理を行う。

保全措置

土壌では基準不適合の値が確
認されましたが、工事を行う
際は対策方法と対策範囲を明
確にしたうえで適切に対応し
ます。なお、地下水は基準に
適合した値が確認されました。

評価結果
基準不
適合の
区画数

調査
結果調査項目分類

－適合ベンゼン
第一種特定
有害物質

－適合カドミウム及
びその化合物

第二種特定
有害物質

－適合六価クロム
化合物

－適合シアン
化合物

－適合水銀及び
その化合物

－適合セレン及び
その化合物

３か所不適合鉛及び
その化合物

－適合砒素及び
その化合物

４か所不適合ふっ素及び
その化合物

－適合ほう素及び
その化合物

－適合
ダイオキシ
ン類

参考

33

凡 例
都市計画対象事業実施区域

基準不適合区画の存在範囲



⑩植物・⑪動物・⑫陸水生物・⑬生態系５
調査・予測及び評価(工事)

１３/２１

環境影響要因区分

工事に伴う生育または生息状況の変化工事の実施

施設の存在に伴う生育または生息状況の変化供用時

工事中の予測事項（供用時含む）

34

植物調査 鳥類調査 魚類調査哺乳類調査(カメラ)

現地調査の様子



調整池

しいの⽊台公園

クリーンセンター公園

⑩植物・⑪動物・⑫陸水生物・⑬生態系５
調査・予測及び評価(工事)

１４/２１

調査結果

重要な種確認
種数

調査項目

２種401種植物

確認無し５種哺乳類

３種31種鳥類

７種８種猛禽類

６種８種爬虫類

確認無し３種両生類

15種671種昆虫類

確認無し11種陸産貝類

４種76種クモ類・多足類

３種５種魚類

２種71種底生動物

現存植生図 確認種

35

都市計画対象事業実施区域調査
項目 外内

128本39本大径木

カワジシャ

タヌキ

ツミ

ニホンヤモリ

ギンブナ



⑩植物・⑪動物・⑫陸水生物・⑬生態系５
調査・予測及び評価(工事)

１５/２１

・都市計画対象事業実施区域の40％（1.44ha）以上を緑地とする。
・工事中は、必要に応じて、適宜、散水を行う。
・造成工事や土工事等の濁水による影響が懸念される場合は、必要に応じて、仮設沈砂池等を設置し、

一時的に雨水等の濁水を貯留し、土砂を沈殿させた後に放流する。
・解体や造成等の工事は、段階的に実施する。
・生育が良好な既存の樹木を極力保全し、可能な限り既存の緑地を活用するよう努める。
・消失する植栽樹群の影響を代償するため、可能な限りまとまった樹林環境となるように植栽するよ

う努める。
・植栽する樹種は、立地条件を考慮し、可能な限り周辺に生育する種（在来種)や本事業により消失す

る樹種を用いるよう努める。
・大径木が可能な限り残存するように土地利用計画を再検討する。また、残存できる大径木がある場

合は、誤って伐採しないよう工事開始前に生育位置を確認する。

保全措置

樹林環境を生育または生息環境とする種には影響が生じる可能性があるものの、環境保全
措置を行うことから影響が低減される。

評価結果
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⑮人と自然との触れ合いの活動の場５
調査・予測及び評価(工事)

１６/２１

環境影響要因区分

工事に伴う利便性、快適性、利用環境及
びアクセスルートの変化

工事の実施

施設の存在に伴う利便性、快適性、利用
環境及びアクセスルートの変化

供用時

工事中の予測事項（供用時含む）

現地調査の様子

37

多目的広場
(クリーンセンター公園)



聞き取り調査における、魅力・今後求めるものは、以下に示すとおり。

【聞き取り調査 魅力(良いところ)・今後求めるもの】
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調査地点の魅力は、
‣ 「自然があること」
‣ 「快適な空間があること」
‣ 「体を動かすことができること」

と考えられる。

⑮人と自然との触れ合いの活動の場５
調査・予測及び評価(工事)

調査結果
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１７/２１

魅力(良いところ) 今後求めるもの

（
ベ
ン
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・ト
イ
レ
等

）



⑮人と自然との触れ合いの活動の場５
調査・予測及び評価(工事)

１８/２１

39

自然があること

予測項目及び結果

・解体や造成等の工事は、実施の時期や範囲につい
て段階的に実施する等の工事計画を再検討し、安全
が十分に確保できれば、工事中もクリーンセンター
公園の一部を利用できるように努める。

保全措置

クリーンセンター公園全
面が造成されるため、利
用ができなくなるため、

魅力が低下

体を動かすことが
できること

快適な空間が
あること

アクセスルート
の変化

工事用車両の増加台数
は全体の交通量と

比較して非常に少ないた
め、魅力は変わらない

・造園等に係る専門家の意見を聴取し、可能な限り専門的
な視点からの緑地の保全及び創出に努める。

・生育が良好な既存の樹木を極力保全し、可能な限り
既存の緑地を活用するよう努める。

環境保全措置を行うことから工事中の影響が低減される。評価結果

工事中



⑮人と自然との触れ合いの活動の場５
調査・予測及び評価(工事)

１９/２１

自然があること

予測項目及び結果

・都市計画対象事業実施区域の40％（1.44ha）
以上を緑地とする。

保全措置

多目的広場は0.65haは小
さくなり、利用環境の詳
細は決まっていないため

魅力が低下
体を動かすことが

できること

快適な空間が
あること

(静かさ・整備)

アクセスルート
の変化

廃棄物運搬車両の増加台
数は全体の交通量と

比較して非常に少ないた
め魅力は変わらない

施設の稼働による騒音は
現況値と比較して、極め
て小さいため魅力は変わ

らない

現状と同様の維持管理を
実施していく計画ため魅

力は変わらない

・落ち葉等の定期的な清掃や維持管理を行う。

・廃棄物運搬車両が一定時間に集中しないように搬
入時間の分散に努める。

・造園等に係る専門家の意見を聴取し、可能な限り
専門的な視点からの緑地の保全及び創出に努める。

・まとまった樹林を可能な限り残存又は植栽し、
人が自然と触れ合えるような空間の創出に努める。

・植栽する樹種は、立地条件を考慮し、可能な限り
周辺に生育する種（在来種)や本事業により消失す
る樹種を用いるよう努める。

・散歩ができる遊歩道や運動ができる広場等の空間
を可能な限り創出する。

環境保全措置を行うことから供用時の影響が低減される。評価結果

供用時
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⑯廃棄物・⑰残土５
調査・予測及び評価(工事)

２０/２１

環境影響要因区分

工事に伴う廃棄物及び残土工事の実施

工事中の予測事項

41



⑯廃棄物・⑰残土（工事の実施）５
調査・予測及び評価(工事)

２１/２１

・廃棄物の分別排出を徹底し、資源化等が困難な廃棄物については適正に処理する。
・再資源化が可能なものについては、可能な限り分別を実施して再資源化を行う。
・再資源化等が困難な廃棄物を最終処分する場合は、最終処分場で適正に処理する。
・木くずについては、可能な限りチップ化にする等の有効利用が図られる方法で処理を行う。
・金属くずについては、可能な限り製鉄等原料として売却し、再原料化する。
・資源化等の実施が容易となる施工方法の工夫や資材の選択等に努める。
・掘削面積を可能な限り小さくなるように配置計画を検討し、発生土を抑制する。
・残土の発生を抑制するため、建設発生土情報交換システム等を利用し、発生土の工事間利用を図る。

保全措置

評価結果

・産業廃棄物（コンクリート等）
・金属くず
・廃プラスチック類 等

・再資源化
・有効利用
・適正処分

・発生土
・場内再利用
・発生土の工事間利用

環境保全措置を行うことから影響が低減される。

廃棄物

残土

42
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【供用による影響】
①

大気質
②
水質

④
地盤

⑤
騒音

⑦
悪臭

⑧
土壌

⑬
生態系

⑭
景観

⑮
人と自然と

の触れ合い
の活動の場

⑨
日照阻害

⑯
廃棄物

⑱
温室効果
ガス等

③
水文環境

⑥
振動

⑰
残土

⑫
陸水生物

⑪
動物

⑩
植物

※ ⑩植物 ⑪動物 ⑬生態系 ⑮人と自然との触れ合いの活動の場は工事による影響で説明



①大気質５
調査・予測及び評価(供用)

１/２５

環境影響要因区分

煙突排ガスに伴う大気質
供用時

廃棄物運搬車両の走行に伴う大気質

供用時の予測事項
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現地調査の様子

道路沿道大気質調査環境大気質調査 地上気象調査 上層気象調査



予測結果

①大気質（煙突排ガスに伴う大気質）５
調査・予測及び評価(供用)

２/２５

(単位：pg-TEQ/m3 )

最大濃度地点でも環境基準の
0.6pg-TEQ/m3に対して、
かなり低い数値。

ダイオキシン類濃度の広がり状況を示した図

【凡例】 :最大濃度 :等濃度線(年平均値)

【濃度分布凡例】

0.00060～
0.00075

0.00045～
0.00060

0.00030～
0.00045

0.00015～
0.00030

～0.00015

【拡⼤図】

最大濃度地点
0.000752pg-TEQ/m3

（環境基準：0.6pg-TEQ/m3)

0.00075～

45



予測結果 最大濃度の地点でも、濃度は現況と大きく変わらない。

（年平均値）【最大濃度地点での現況と予測結果】

予測結果
現況

（測定結果の最大値）
項目

0.0010750.001
二酸化硫黄
(ppm)

0.0091030.009
二酸化窒素
(ppm)

0.0200750.020
浮遊粒子状物質

(mg/ｍ3)

0.0023250.0021
水銀

(μg/ｍ3)

0.0237520.023
ダイオキシン類
(pg-TEQ/ｍ3)

①大気質（煙突排ガスに伴う大気質）５
調査・予測及び評価(供用)

３/２５
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将来も基準を下回り、環境へ与える影響は小さい。

0.023752
0

0.2

0.4

0.6

0.8

ダイオキシン類
(pg-TEQ/ｍ3)

0.6

環境基準
(年平均値)

0.049

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

浮遊粒子状物質
(mg/ｍ3)

0.1

環境基準
(日平均値)

0.027

0

0.02

0.04

0.06

0.08

二酸化窒素
(ppm)

環境基準
(日平均値)

0.06

0.003
0

0.02

0.04

0.06

二酸化硫黄
(ppm)

0.04

環境基準
(日平均値)

評価結果

0.002325
0

0.02

0.04

0.06

水銀
(μg/ｍ3)

0.04

指針値
(年平均値)

①大気質（煙突排ガスに伴う大気質）５
調査・予測及び評価(供用)

４/２５

環境基準と比較するために日平均値に変換

・排出ガスは、法規制よりも、より厳しい目標値を満足させて排出する。
・ばいじんは、ろ過式集じん器（バグフィルタ）により除去する。
・硫黄酸化物及び塩化水素は、乾式法を基本（必要に応じて湿式法も想定）として除去する。
・ダイオキシン類は、燃焼温度、ガス滞留時間等についてダイオキシン類の発生を防止する条件を設

定のうえ管理を十分に行い、安定燃焼の確保に努める
・ごみ質の均一化を図り適正負荷による安定した燃焼を維持することで大気汚染物質の低減に努める。
・排出ガスは、常時監視や法規制に基づく定期的な測定を実施し、適正な管理を行う。

保全措置
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グラフ内の数値は、最大着地濃度地点の値を示しています。



①大気質（廃棄物運搬車両の走行）５
調査・予測及び評価(供用)

５/２５

・廃棄物運搬車両が一定時間に集中しないように搬入時間の分
散に努める。

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速等の高負荷
運転防止等のエコドライブを徹底する。

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底する。

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果

0.021 0.024 0.023

0

0.02

0.04

0.06

地点１ 地点２ 地点３

0.04
環境基準等(日平均値)

二酸化窒素(ppm)

0.049 0.047 0.049

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

地点１ 地点２ 地点３

0.1
環境基準(日平均値)

浮遊粒子状物質(mg/ｍ3)

8,063
11,757

9,025

682
650

32

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000

■一般交通量(現況) ■関係車両
地点１ 地点２ 地点３

車両条件 台(24時間)

地点２
⾼⽊第⼆⼩学校 地点３県道281号ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

地点１くすのき通り

柏市

松⼾市 鎌ケ⾕市

凡 例
都市計画対象事業実施区域
予測地点
搬出入ルート

予測地点
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③水文環境・④地盤５
調査・予測及び評価(供用)

６/２５

環境影響要因区分

地下工作物の設置に伴う地下水位
供用時

地下工作物の設置に伴う地盤沈下の程度

供用時の予測事項
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現地調査の様子

地下水位調査



③水文環境・④地盤（地下工作物の設置）５
調査・予測及び評価(供用)

７/２５

・ごみピットの構造は、地下方向への掘削量の少ない構造とし、掘削深度の縮小を図る。
・都市計画対象事業実施区域の周辺で地下水位のモニタリングを実施する。

保全措置

地下水位の変動量は0.24ｍであ
り、年間変動幅に対して小さい。
また、地下水は現状で既存施設
の周囲を迂回して流れていると
考えられ、井戸枯渇や地盤沈下
等の実害も報告されていない。
以上のことから、地下水の流動
阻害に起因する極端な水位上昇
又は水位低下は小さく、地盤沈
下は生じないと考えられます。

評価結果

本施設の建設に
伴う水位変動量

項目

約0.24ｍ本施設

0

5

10

15

20

25

30

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

船橋観測所

降水量

地点１

T.P.+19.17ｍ

地点２

T.P.+18.20ｍ

地点３

T.P.+18.15ｍ

12月 １月10月 11月８月 ９月６月 ７月４月 ５月２月 ３月

（標高T.P.（ｍ）） （降水量（mm））

調査結果

地下水位は、降水量への応答がややみられるものの、年間の変動幅が約
0.6ｍであり変動量が小さい。

保全措置
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⑤騒音(超低周波音)・⑥振動５
調査・予測及び評価(供用)

８/２５

環境影響要因区分

施設の稼働に伴う騒音(超低周波音含む)及び振動
供用時

廃棄物運搬車両の走行に伴う騒音及び振動

供用時の予測事項

51

現地調査の様子

環境騒音・振動調査 道路沿道騒音・振動調査



⑤騒音・⑥振動（施設の稼働）５
調査・予測及び評価(供用)

９/２５

・設備機器類は建屋内への配置を基本とし、騒音の低減に努める。
・振動レベルが大きな機器類について、防振ゴムや独立基礎構造等の対策を講ずる。
・法規制より厳しい基準を設定する。
・低騒音型機器の採用や防音室へ配置、防音カバーの設置等の対策により、基準値を順守する。
・設備機器類の整備、点検を徹底する。

保全措置

基準を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果 グラフ内の数値は、敷地境界で影響が最大となる場所の値を示しています。
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⑤騒音(超低周波音)（施設の稼働）５
調査・予測及び評価(供用)

１０/２５

・設備機器類の整備、点検を徹底する。
・設備機器類については、低騒音・低振動型機器の採用に努める。
・低周波音の伝搬を防止するため、処理設備は壁面からの二次的な低周波音が発生しないよう配慮する。
・低周波音に係る苦情が発生した場合には、聞き取りや現場の確認、測定の実施等により低周波音の発

生状況を的確に把握し、適切な対策を検討のうえ実施する。

保全措置

参考値を下回り、環境へ与える影響は小さい。評価結果

数値は、敷地境界で影響が最大となる場所の値を示しています。
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⑤騒音・⑥振動（廃棄物運搬車両の走行）５
調査・予測及び評価(供用)

１１/２５

保全措置

基準等を下回り、環境へ与える影響は小さい。

評価結果

7,385
10,080

7,761

682
650

32

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
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地点１ 地点２ 地点３
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車両条件 台(6～22時)
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(65)
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(70)
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60

地点１ 地点２ 地点３

振動レベル（デシベル）

要請限度65

・廃棄物運搬車両が一定時間に集中しないように搬入時間の分
散に努める。

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速等の高負荷
運転防止等のエコドライブを徹底する。

・廃棄物運搬車両の整備、点検を徹底する。

地点２
⾼⽊第⼆⼩学校 地点３県道281号ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

地点１くすのき通り

柏市

松⼾市 鎌ケ⾕市

凡 例
都市計画対象事業実施区域
予測地点
搬出入ルート

予測地点
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⑦悪臭５
調査・予測及び評価(供用)

１２/２５

環境影響要因区分

施設に搬入・貯留される廃棄物に伴う悪臭
供用時

煙突排出ガスに伴う悪臭

供用時の予測事項

55

現地調査の様子

特定悪臭物質 臭気指数



施設の稼働・存在に伴う悪臭【要因と対策】

煙突排ガス

施設(プラットホーム)
からの漏洩

パッカー車
からの漏洩

悪臭原因

・炉内へ送風し、高温で燃焼
・適正な排ガス処理設備の導入

・搬入や荷下ろし等の作業を屋内で行う
・パッカー車の洗車

・ピット投入扉の設置
・施設内の気圧を低くして、外への 空気（臭気）

の流出を防ぐ（負圧）

保全措置

休炉時
・脱臭装置によりごみピット内の臭気を脱臭
・プラットホームに消臭剤を噴霧

⑦悪臭５
調査・予測及び評価(供用)

１３/２５

環境保全措置を行うことから影響が低減される。評価結果
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⑨日照阻害５
調査・予測及び評価(供用)

１４/２５

57

環境影響要因区分

施設の存在に伴う日照阻害供用時

供用時の予測事項



【時刻別日影】

制限される日影時間
敷地境界からの距離規制値

の種別 10ｍ～５ｍ～10ｍ

2.5時間４時間(一)

【等時間日影】

2.5時間以上日影
となる範囲

工場棟

⑨日照阻害（施設の存在）５
調査・予測及び評価(供用)

１５/２５

規制基準を満たし、環境へ与える影響は小さい。評価結果

保全措置

・安全な動線計画やその他規制等に配慮し
た上で、可能な限り南側への建物配置や
建物高さを抑える等により日影の影響の
低減を図る。

2.5時間以上日影
となる範囲は、敷
地境界から10mを
超えない

時刻別の日影は、広範囲に生じるものの、狭い幅で移動してい
ることから、その影響は小さいと考えられる。
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⑭景観５
調査・予測及び評価(供用)

１６/２５

環境影響要因区分

施設の存在に伴う景観の変化供用時

供用時の予測事項

現地調査の様子
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景観調査 景観調査



さくら通り(交差点)

柏市

松戸市

鎌ケ谷市

しいのき台公園

愛宕神社

⑭景観（施設の存在）５

凡 例
都市計画対象事業実施区域
調査地点

予測地点

調査・予測及び評価(供用)

１７/２５

いなりざか

稲荷峠２号公園

環境保全措置を行うことから影響が低減される。

評価結果

・周辺環境に配慮し、緑に溶け込む周辺環境と調和がとれた
施設を計画する。

・施設の外壁の色彩の検討にあたっては、周辺の景観に配慮
しながら、「松戸市景観計画」（平成23年 松戸市）を
考慮して違和感のない色を選択する。

・緑地は、都市計画対象事業実施区域内にある多目的広場を
一部活用していく等、「供給処理施設の都市計画に関する
手引き」を踏まえ40％以上とする。

保全措置

予測結果

煙突高さは、現況と同様の55ｍであり、眺望景観は、ほとんど変
化がないものと考えられる。また、地域の景観特性は現況と同様に、
主に工作物等の都市景観であると予測する。
よって、地域の景観特性の変化は小さいものと予測する。

地点１

地点２

地点３

地点４
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調査結果

周辺の建物や街路樹(桜)で遮られているものの、
旧施設の煙突が一部視認できる。

予測結果【現状】 【将来】

道路の奥に本施設の煙突上部が視認されるが、手
前の街路樹等でほとんど遮蔽されることから、予測
地点から見た景観構成要素の変化はほとんどないと
予測する。

地点１ さくら通り（開花期）

５
調査・予測及び評価(供用)

１８/２５
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⑭景観（施設の存在）



調査結果

公園の樹木等で遮られているものの、旧施設の煙
突が一部視認できる。

予測結果【現状】 【将来】

公園内の樹木の奥に本施設の煙突が視認されるも
のの、現況の煙突高さに変更がなく見え方も大きく
変わらないことから、予測地点から見た景観構成要
素の変化はほとんどないと予測する。

地点２ しいのき台公園（落葉期）

５
調査・予測及び評価(供用)

１９/２５

62

⑭景観（施設の存在）



調査結果

周辺の建物や樹木で遮られているものの、旧施設
の煙突が一部視認できる。

予測結果【現状】 【将来】

建物の奥に本施設の工場棟や煙突が視認されるが、手前
の建物等でほとんど遮蔽されることから、予測地点から見
た景観構成要素の変化は小さいと予測する。

壁面の色彩等に配慮する等の措置を実施することにより、
周辺景観と調和した景観を形成するものと予測する。

地点３ 愛宕神社（落葉期）

⑭景観（施設の存在）５
調査・予測及び評価(供用)

２０/２５
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周辺の建物や樹木で遮られているものの、旧施設
の煙突が一部視認できる。

【現状】 【将来】

公園内の樹木の奥に本施設の煙突が視認されるも
のの、現況の煙突高さに変更がなく見え方も大きく
変わらないことから、予測地点から見た景観構成要
素の変化はほとんどないと予測する。

地点４ 稲荷峠２号公園（落葉期）

⑭景観（施設の存在）５
調査・予測及び評価(供用)

２１/２５

調査結果 予測結果
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⑯廃棄物５
調査・予測及び評価(供用)

２２/２５

環境影響要因区分

施設の稼働に伴う廃棄物供用時

供用時の予測事項
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⑯廃棄物（施設の稼働）５
調査・予測及び評価(供用)

２３/２５

・発生した廃棄物は、再生原材料等として再資源化可能か検討する。

保全措置

評価結果

・焼却主灰
・焼却飛灰処理物

・全量を最終処分

環境保全措置を行うことから影響が低減される。

廃棄物
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⑱温室効果ガス等５
調査・予測及び評価(供用)

２４/２５

環境影響要因区分

施設の稼働に伴う温室効果ガス等供用時

供用時の予測事項
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⑱温室効果ガス等（施設の稼働）５
調査・予測及び評価(供用)

２５/２５

・本施設の設備等は、省エネルギー型の採用に努める。
・本施設の屋根等への太陽光発電設備を最大限導入することに努める。
・排出される二酸化炭素の分離・吸収技術については、設計時に社会

実装されている最新技術の導入に努める。

保全措置

評価結果 環境保全措置を行うことから影響が低減される。

50,699ｔ-CO2/年
・ごみの焼却
・電力の使用
・都市ガスの使用

排出量

18,511ｔ-CO2/年
・ごみ発電

削減量

32,188ｔ-CO2/年
排出量 － 削減量

総排出量

32,188 37,592

18,511

0

20,000

40,000

60,000 発電による効果：約36.5％削減

本施設
（計画している施設）

現施設+旧施設
（平成30年度）

削
減
量

総
排
出
量

排
出
量

旧施設体制との比較：約14.4％削減
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【環境監視計画】
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事後調査の手法等事後調査の項目
調査期間調査地点等対象項目活動要素環境要素

施工期間において影響が最大となる工
種の実施期間内の１か月

敷地境界付近４地点
粉じん
（降下ばいじん）

建設機械
の稼働

大気質

施工期間において影響が最大となる工
手の実施期間内の１日間(濁水等排水時)

沈砂池の出口
濁度及び
水素イオン濃度工事の

実施
水質

施工期間中の濁水等排水時に１回現況調査を行った２地点
浮遊粒子状物質
及び水素イオン濃度

工事開始後から竣工まで連続的に監視
地下水の下流側及び上流
側を含む３地点

地下水位
工事の
実施

水文環境

施工期間において影響が最大となる時
期の１日間（工事実施時間帯）

敷地境界付近の４地点騒音レベル（LA5）
建設機械
の稼働騒音及び

超低周波音 工事用車両の走行台数が最大となる時
期の１日間（工事用車両走行時間帯）

現況調査を行った３地点騒音レベル（LAeq）
工 事 用 車
両の走行

施工期間において影響が最大となる時
期の１日間（工事実施時間帯）

敷地境界付近の４地点振動レベル（L10）
建設機械
の稼働

振動
工事用車両の走行台数が最大となる時
期の１日間（工事用車両走行時間帯）

現況調査を行った３地点振動レベル（L10）
工 事 用 車
両の走行

事後調査は、予測の不確実性の程度が大きい場合や効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等につい
て、本事業に係る工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握し、環境への著しい影響が確認された場合又はそ
のおそれがある場合には、必要な措置を講ずることで環境影響を回避し、又は低減することを目的として実施します。

【工事中における事後調査の項目及び方法等】

事後調査（工事中）５
調査・予測及び評価(環境監視計画)

１/２
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事後調査の手法等事後調査の項目

調査期間調査地点等対象項目活動要素環境要素

事業活動が定常となった時期から１年間
（４季、各７日間）

二酸化硫黄等の
最大着地点付近

二酸化硫黄、窒素酸
化物、浮遊粒子状物
質、塩化水素、水銀、
ダイオキシン類

ばい煙の発生大気質

供用開始後１年間で連続的に監視
地下水の下流側及
び上流側を含む３
地点

地下水位施設の存在水文環境

事業活動が定常となった時期の１日間
敷地境界付近の４
地点

騒音レベル（LA5）騒音の発生
騒音及び超
低周波音

事業活動が定常となった時期の１日間
現況調査を行った
３地点

超低周波音（G特性音
圧レベル（LG5等））

超低周波音の
発生

事業活動が定常となった時期の１日間
敷地境界付近の４
地点

振動レベル（L10）
建設機械の
稼働

振動

事業活動が定常となった時期の夏季に１
回及び休炉時に１回

風上・風下側敷地
境界計２地点

特定悪臭物質、
臭気指数

悪臭の発生悪臭

事後調査（供用時）５ ２/２
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【供用時における事後調査の項目及び方法等】

調査・予測及び評価(環境監視計画)



今後の手続き６
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今後の主なスケジュール６

今はココ 事業実施後における事後調査の手続き

今後の手続き

１/３
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頃

令
和
７
年
10
月
7
日
〜
11
月
5
日

令
和
７
年
10
月
7
日
〜
11
月
20
日

令
和
８
年
３
月
頃

知
事
意
見

公
告
・
縦
覧

事
業
計
画
概
要
書

環
境
影
響
評
価
方
法
書

調
査
・
予
測
・
評
価

環
境
影
響
評
価
準
備
書

環
境
影
響
評
価
書

公
告
・
縦
覧

公
告
・
縦
覧

住
民
意
見

知
事
意
見

公
告
・
縦
覧

住
民
意
見

知
事
意
見

事
業
の
実
施

事
業
の
実
施

事
後
調
査
報
告
書

追
加
保
全
措
置

公
聴
会

必
要
に
応
じ
て
開
催

現
時
点
で
は
未
定

公
告
・
縦
覧

令
和
９
年
度
〜
令
和
15
年
度
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準備書の縦覧について６
今後の手続き

２/３

縦覧場所
（窓口縦覧）

松戸市 環境部 清掃施設整備課

令和７年１０月７日（火）～１１月５日（水）
※窓口は土日祝は除き、午前９時～午後５時

柏市 環境部 環境政策課

鎌ケ谷市 市民生活部 環境課

千葉県 環境生活部 環境政策課

インターネット 松戸市公式ホームページ 検索 松⼾市エネルギーアセス

縦覧期間
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意見書の提出について６
今後の手続き

３/３

必要な
記載事項

１１月２０日（木）（必着）まで

氏名・住所（法人・団体は代表者の氏名・住所）

準備書の名称

準備書に対する環境保全の見地からの意見

松戸市 環境部 清掃施設整備課
〒２７１－８５８８ 松戸市根本３８７番地の５
mckassess@city.matsudo.chiba.jp

提出先

持参又は郵送の他、メールにて提出提出方法

提出期限
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ご意見、ご質問お待ちしております。

最後までご覧いただき、
ありがとうございました。

松戸市
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